
育児・介護休業法に基づく育児のための両立支援制度の概要 

 

１ 育児休業制度 

○ 従業員は、事業主に申し出ることにより、原則として子の1歳の誕生日の前日まで、1回に

限り、育児休業をすることができます。 

○ 両親がともに育児休業をするなど一定の要件を満たす場合は、育児休業期間を1歳2か月ま

で延長できます［ただし、それぞれの育児休業の期間（女性の場合は産後休業と育児休業を

合計した期間）は1年間が限度です。］。 

 ○ 子が1歳以降、保育所に入れないなどの一定の要件を満たす場合は、子が1歳6か月に達す

るまでの間、育児休業を延長することができます。 

○ 子が1歳6か月以降、保育所に入れないなどの一定の要件を満たす場合は、子が2歳に達す

るまでの間、育児休業を延長することができます。 

 

２ 短時間勤務制度 

○ 事業主は、３歳未満の子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる短時

間勤務制度を設けなければなりません。 

○ 短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間（5時間45分から6時間まで）と

する措置を含むものとしなければなりません。 

制度の概要 

３ 子の看護休暇 

○ 小学校就学前までの子を養育する従業員は、事業主に申し出ることにより、小学校就学前

までの子が１人であれば年に５日まで、２人以上であれば年に10日まで、1日単位又は半日

単位で休暇を取得することができます。 

○ 子の看護休暇は、病気やけがをした子の看護を行うためや、子に予防接種または健康診断

を受けさせるために利用することができます。 

 

４ 所定外労働の制限 

○ ３歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、その従業員を所定労働

時間を超えて労働させてはなりません。 

 

５ 法定時間外労働の制限 

 ○ 小学校就学前までの子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、１か月２４時間、

１年１５０時間を超える時間外労働をさせてはなりません。 

 

６ 深夜業の制限 

 ○ 小学校就学前までの子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、その従業員を深

夜（午後１０時から午前５時まで）において労働させてはなりません。 
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